
• 世界保健機関（ＷＨＯ）憲章第21条に基づく国際規則。 

• その目的は、国際交通に与える影響を最小限に抑えつつ、疾
病の国際的伝播を最大限防止すること。  

• 2005年の改正前は黄熱、コレラ、ペストの3疾患を対象として
いたが、 

– 昨今のＳＡＲＳ、鳥インフルエンザ等の新興・再興感染症に
よる健康危機に対応できていないこと 

– 各国のコンプライアンスを確保する機序の欠如 

– ＷＨＯと各国との協力体制の欠如 

– 現実の脅威となったテロリズムへの対策強化の必要性 

 が指摘され、大規模な改正が行われた。  
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1951年 国際衛生規則（ISR）制定 

1969年 国際保健規則と改名 

2005年 国際保健規則の改正 

 

主な改正点： 

１．対象の拡大 

   従来、黄熱、コレラ、ペストの3疾を対象としていたもの

が、原因を問わず、国際的な公衆衛生上の脅威となりう
る全ての事象（PHEIC）へと広げられた。 

    PHEIC : Public Health Emergency of International Concern 

２．WHOへの通告義務 

  PHEICを検知してから24時間以内の通告を義務化。 



３．国内連絡窓口の設置 

  National Focal Point(NFP)を24時間
いつでもアクセス可能とする。 

４．加盟国の体制整備 

５．WHOの勧告 

６．IHR専門家名簿の作成 

７．出入り口での検疫から、地域
内封じ込めへ      

通告に際する判断の流れ 
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受理した情報に基づき「国際的に
懸念される公衆の保健上の緊急事
態」を構成するか否かを認定 

健康危機管理調整会議 健康危機管理部会 
「国際的に懸念される公衆の保健
上の緊急事態」を構成するおそれ

のある事象を評価 


